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設立趣意書抜粋（地区の特性等） 
浜須賀地区には、浜須賀地区自治会連合会に１２の単位自治会があり、自助・共助の組織とし

て、地域住民相互の連帯感、自治意識の向上を図っています。そして、自治会以外の団体も地域

課題に専門的に取り組み、地域の中で年間を通して様々な地域活動を行っています。

一方で、急速な少子高齢化や核家族化、それに伴い生活スタイルも多様化してきており、個々

の団体だけでは解決できない様々な問題があり、地域の課題はその地域が一体となって解決して

いかなければいけない必要性が生じてきています。

浜須賀地区においても、地域で起きている身近な問題を地域住民自身の力で解決したいという

気運が高まり、浜須賀地区自治会連合会は茅ヶ崎市が提案する新たな地域コミュニティのモデル

地区として参画することとしました。そこで、地域活動の拠点施設を管理運営する浜須賀会館管

理運営委員会とともに浜須賀地区まちのちから協議会設立準備会を組織し、地域の様々な活動を

話し合い、地域の絆づくりを進め、できるだけ多くの住民が地域のまちづくりに関わりを持って

いただくことを目的として、各種団体や地域住民が参画し協議をする場である新たな地域のコミ

ュニティ「浜須賀地区まちのちから協議会」を設立することとしました。



認定基準確認表

浜須賀地区まちのちから協議会 

認 定 基 準

（地域コミュニティの認定等に関する条例第２条）
基準への適合状況（申請時） 基準への適合状況（Ｒ６年度）

(1) 

申請書に、主として活動する区域が記載されて

いるか。 

申請書に活動区域の記載あり。

申請団体の規約に、主として活動する区域が規

定されているか。

規約第１条に市長が告示する浜須賀地区を協議会の活 

動区域とする旨規定あり。 

・申請時と同様で変更無し。

規約に規定された主として活動する区域が、市

長の告示する区域と合致しているか。

市長が告示する区域である、審議会ファイル「別図１

０」と規約第１条における協議会の活動区域が合致。

・申請時と同様で変更無し。

(2) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

当該活動区域に有する、市長に届け出た全ての

自治会（以下「全ての自治会」という。）が規

定されているか。

規約第５条（１）に「浜須賀地区に属する各単位自治

会の代表」が委員である旨記載あり。

・申請時と同様で変更無し。

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、全ての自治会が構成員であること

が明確であるか。

市長に届け出た自治会は「地区別単位自治会の名称」

のとおり１２自治会あり、名簿に、「地区別単位自治会

の名称」に記載されている全ての自治会名が記載され

ている。

・別紙名簿のとおりいくつかの自治会で会長の変

更はあるものの、申請時と同様に全ての自治会が

構成員となっている。

(3) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する

条例施行規則第３条第１項各号に規定された

団体が規定されているか。

規約第５条（２）（３）（４)に規定あり。 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニティ

（２）に、地域福祉全般に関する地域団体の代表とし

て規定されており、①浜須賀地区社会福祉協議会、②

浜須賀地区民生委員児童委員協議会が参加している。 

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的とする

コミュニティ

（３）にスポーツ・健康に関する地域団体の代表とし

て規定されており、浜須賀地区体育振興会が参加して

いる。 

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的とするコ

ミュニティ

（４）に、青少年育成に関する地域団体の代表として

規定されており、①浜須賀小学校区青少年育成推進協

議会、②緑が浜小学校区青少年育成推進協議会、③浜

須賀小学校ＰＴＡ、④浜須賀中学校保護者会のほか、

準委員として浜須賀小学校、緑が浜小学校、浜須賀中

学校の３校が参加している。 

・申請時と同様で変更無し。

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、前項の団体が構成員であることが

明確であるか。

名簿に、「規約第６条（２）（３）（４）」に該当する団

体名が記載されている。

・申請時と同様で変更無し。

(4) 
申請団体の規約に、公募により選出される構成

員について規定されているか。

規約第５条（１１）に規定あり。 ・申請時と同様で変更無し。

(5) 

申請団体の規約に、申請団体の活動又は事業に

活動区域の誰もが参加できることが規定され

ているか。

規約第１０条、第２３条～第２６条に部会の規定あり。 ・申請時と同様で変更無し。

※ 昨年度実施された各事業においてはいずれも

参加条件を設けず、誰もが参加できる事業と

したほか、目安箱により住民意見の聴取に努

めた。

(6) 

申請団体の規約に、運営が民主的に行われる仕

組みが規定されているか。 

規約第１０条第２項及び第３項に過半数の出席、多数

決といった意思決定の方法が規定されている。

・申請時と同様で変更無し。

※ 協議会に関する様々な情報を積極的に発信す

るため、広報紙を年２回発行し、組織の透明

性を高めるよう努めた。

(7) 

申請団体に関する、目的、名称、主として活動

する区域、主たる事務所の所在地、代表者に関

する事項、会議に関する事項が規定された規約

があるか。

規約第１条に名称及び主として活動する区域、第２条

に主たる事務所の所在地、第３条に目的、第９条に代

表者に関する事項、第１０条に会議に関する事項が規

定されている。

・申請時と同様で変更無し。

(8) 

申請団体の規約に、営利的活動、宗教的活動、

政治的活動を主たる目的とする事業が行われ

ないことが読み取れるか。

・別紙事業報告書のとおり、規約第 3 条に規定さ

れた目的達成に関する事業のみを行っている。
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浜須賀地区まちのちから協議会規約 

（名称及び組織） 

第１条 この会は、浜須賀地区まちのちから協議会（以下「協議会」という。）と称し、茅ヶ崎

市地域コミュニティの認定等に関する条例に規定する市長が告示する浜須賀地区（以下「浜須

賀地区」という。）の市民及び地区内で活動する各種団体で組織する。 

（所在地） 

第２条 協議会の所在地は、浜須賀会館（所在地：茅ヶ崎市松が丘二丁目８番６３号）に置

く。 

（目的） 

第３条 協議会は、地域における課題解決のため、住みよい地域社会の構築を目指し、浜須賀地

区の市民、各種団体及び市が一体となり、自主的、主体的に地域活動を行うことを目的とす

る。 

（事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 浜須賀地区の市民及び各種団体の共通の課題解決に向けての協議、学習等に関するこ

と。

（２） 浜須賀地区の各種団体の活性化及び各種団体相互の連絡調整に関すること。

（３） 浜須賀地区の市民の参画と情報の共有並びに協働の推進に関すること。

（４） その他、前条の目的達成に必要な事業の実施に関すること。

（委員） 

第５条 協議会の委員は、次に掲げる者で構成し、委員の数は３０名以内とする。 

（１） 浜須賀地区に属する単位自治会の代表者

（２） 地域福祉全般に関する地域団体の代表

（３） スポーツ・健康に関する地域団体の代表

（４） 青少年育成に関する地域団体の代表

（５） 防犯・安全に関する地域団体の代表

（６） 防災に関する地域団体の代表

（７） 生活環境に関する地域団体の代表

（８） 文化・生涯学習に関する地域団体の代表

（９） 地域住民の交流・絆づくりの場を管理運営する地域団体の代表

（１０）協議会が推薦する者

（１１）公募により認められた者

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 「公募により認められた者」にあたる委員の任期は、２期までとする。 

４ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （準委員） 

第６条 本会に準委員を置く。 

２ 準委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第７条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 
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（２）副会長 ２名 

（３）会計 １名 

（４）監事 ２名 

２ 前項の役員は、総会において、委員の中から選任する。 

３ 役員手当は、別に定める。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

（役員の職務） 

第９条 役員は、次の職務を行う。 

（１）会長は、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。

（２）副会長は、会長を補佐するとともに協議会の業務を分担する。会長に事故があるとき又は

会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を代理する。 

（３）会計は、協議会の会計事務を処理する。

（４）監事は、次の職務を行う

ア 協議会の会計の状況を監査すること

イ 会長、副会長及び会計の業務執行の状況を監査すること。

ウ 前各号により不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。また、これを

報告するため必要があると認めるときは、総会の招集を請求することができる。 

（会議） 

第１０条 協議会の会議は、総会、役員会、運営委員会及び部会とする。 

２ 会議は、各会議を構成する者の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、総会

にあたっては委員のうち、運営委員会にあたっては委員及び準委員（以下「委員等」という）

のうち、委任状の提出があった者については、出席があったものとみなす。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（総会の構成） 

第１１条 総会は、委員をもって構成する。 

２ 総会の議長は、本会の会長が就く。 

（総会の種別） 

第１２条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、年度当初に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の三分の一以上から会議の目的た

る事項を示して請求があったとき及び第９条第１項第４号ウの規定により監事から請求があっ

たときに開催する。 

（総会の招集） 

第１３条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して会議の７日

前までに通知しなければならない。 

（総会の議決事項） 

第１４条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１） 事業報告及び決算に関すること。
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（２） 事業計画及び予算に関すること。

（３） 委員等の選任及び解任に関すること。

（４） 役員の選任及び解任に関すること。

（５） 規約の制定及び改正に関すること。

（６） その他、第５条に掲げる委員から提案された事項に関すること。

（総会の議事録） 

第１５条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 日時及び場所

（２） 委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。）

（３） 開催目的、協議事項及び議決事項

（４） 議事の経過の概要及びその結果

（５） 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印をしな

ければならない。 

（役員会の構成） 

第１６条 役員会は、役員（監事を除く）をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、本会の会長が就く。 

３ 役員会には、役員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（役員会の招集） 

第１７条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（役員会の議決事項） 

第１８条 役員会は、次の事項を議決する。 

（１） 総会及び運営委員会に付議する事項

（２） 総会及び運営委員会において議決された事項のうち、協議会全体に係るものの執行に関

する事項

（３） その他総会及び運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（運営委員会の構成） 

第１９条 運営委員会は、委員等をもって構成する。 

２ 運営委員会の議長は、会長が就く。 

３ 運営委員会には、委員等以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（運営委員会の招集） 

第２０条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（運営委員会の議決事項） 

第２１条 運営委員会は、次の事項を議決する。 

（１） 総会及び役員会に付議すべき事項

（２） 各部会が協議した事業に関する事項

（３） 各部会間及び各種団体間の連絡調整

（４） 各部会員の選任に関する事項

（５） 総会及び役員会において議決された事項の執行に関する事項

（６） 総会及び役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（７） 協議会に寄せられた意見及び提案事項（以下「意見等」という。）に関する事項

（８） その他、委員等から提案された事項

（運営委員会の議事録） 
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第２２条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

（１） 日時及び場所

（２） 委員等の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員等も含む。）

（３） 開催目的、協議事項及び議決事項

（４） 議事の経過の概要及びその結果

（５） 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印

をしなければならない。 

（部会の構成） 

第２３条 委員等の他、運営委員会が選任した部会員で構成する。 

２ 部会に、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会の議長は、部会長が就く。 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２４条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

（部会の招集） 

第２５条 部会は、部会長が必要と認めたときに招集する。 

（部会の協議事項） 

第２６条 部会は、所掌する事項について調査・審議し、役員会に報告する。 

２ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。 

（事務局） 

第２７条 協議会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に、浜須賀地区の市民から役員会が推薦し、総会で承認を得た者を置くことができ

る。 

（事務局の所掌事務） 

第２８条 事務局は、次の事務を司るものとする。 

（１）会議への出席

（２）会議の開催通知書の作成及び送付

（３）会議の資料の作成

（４）会議の議事録の作成

（５）会計事務に伴う資料の作成

（６）茅ヶ崎市や関係団体との連絡調整

（７）協議会に寄せられた意見等のとりまとめ

（事業及び会計年度） 

第２９条 協議会の事業及び会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日とする。 

（経費） 

第３０条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもってあてる。 

（住民等からの意見等の取り扱い） 

第３１条 会議でだされた意見等のほか、浜須賀地区の市民及び各種団体から寄せられた意見等

は、事務局が取りまとめ、運営委員会に報告する。 
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（必要事項） 

第３２条 その他、協議会の運営について必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規約は、平成２５年３月９日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２６年２月２２日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成２６年４月２６日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２８年３月２９日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和３年４月２９日から施行する。 
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No. 役職 氏　名 所属団体 備考

1 会 長 朝倉　哲男 防犯指導員代表　( 防犯部会長) 　市まちぢから委員

2 副会長 金子　芳郎 平和町自治会会長　  市まちぢから委員

3 副会長 久木田　寛素 菱沼海岸自治会会長　( 防災部会長)

4 会  計 角田　英子 協議会推薦

5 監　事 織岡　美法子 協議会推薦

6 監　事 小林　真幸 松涛会自治会会長

7 委　員 伊熊　恵 松浜自治会副会長
令和６年度

交代

8 委　員 中山　智行 三が丘自治会会長
令和６年度

交代

9 委　員 田中　英一 菱沼南部自治会会長
令和６年度

交代

10 委　員 岡田　和男 浜須賀自治会会長
令和６年度

交代

11 委　員 三井　篤 菱沼海岸緑自治会会長
令和６年度

交代

12 委　員 片岡　哲 翠松会自治会会長
令和６年度

交代

13 委　員 脇阪　朋子 浜須賀住宅自治会会長
令和６年度

交代

14 委　員 浦山　哲爾 松が丘ハイツ自治会会長
令和６年度

交代

15 委　員 大胡　政治 オーベル茅ヶ崎ラチエン通り自治会会長
令和６年度

交代

16 委　員 安倍　澄子 浜須賀地区民生委員児童委員協議会会長

17 委　員 大門　則夫 浜須賀地区社会福祉協議会会長

18 委　員 福室　好夫 浜須賀地区体育振興会会長

19 委　員 安藤　桐子 浜須賀小学校区青少年育成推進協議会会長

20 委　員 梅木　千恵子 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会会長

21 委　員 横倉　知子 浜須賀中学校学年代表者会
令和６年度

交代

22 委　員 伊藤　季美 浜須賀小学校ＰＴＡ会長

23 委　員 横田　慎也 環境指導員

24 委　員 清水　　孝 浜須賀会館管理運営委員会会長

25 委　員 松村　浩 公募委員

26 委　員 大森　伸弥 公募委員

尾木　左紀子 浜須賀中学校　校長

青柳　和富 浜須賀小学校　校長

菅野　康一 緑が浜小学校　校長

光野 勝江 地域包括支援センター「あさひ」

準委員

準委員

準委員

準委員

令和６年度　浜須賀地区まちのちから協議会名簿　　　
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令和６年度事業報告 

１ 会議等の実施について 

（１）総会、運営委員会、役員会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和６年４月１１日 役員会 (1) 定期総会議案の確認

(2) 部会の確認

(3) 行政からの連絡事項

(4) 諸団体からの分担金について

４月２７日 総会 (1) 令和５年度事業報告について

(2) 令和５年度収支決算について

(3) 監査報告

(4) 役員の選任（案）

(5) 令和６年度事業計画（案）

(6) 令和６年度収支予算（案）

５月１１日 役員会 (1) 市民のつどいについて

(2) 組織整備について

(3) 防災部会事業について

(4) 市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(5) 諸団体の分担金

(6) 当面の日程

５月１８日 運営委員会 (1)市民のつどいについて

(2)部会・団体報告

(3)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(4)諸団体の分担金について

７月１３日 役員会 (1)市民のつどいについて

７月２０日 運営委員会 (1)ごみ分別収集について

(2)消防第１２分団活動報告・会計報告

(3)市民のつどい報告

(4)部会・団体報告

(5)市まちぢから協議会連絡会連絡事項

８月１７日 役員会 (1)市民のつどい報告の方法について

(2)認定コミュニティ（まちぢから協議会）制度の意見交

換会のまとめについて 

(3)部会関連

９月２１日 運営委員会 (1)認定コミュニティ（まちぢから協議会）制度（意見交

換会のまとめ）について 

(2)部会報告

(3)団体報告

１０月１２日 役員会 (1)部会報告

(2)行政からの依頼事項
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(3)市まちぢから協議会連絡会の事業

(4)収支中間報告

(5)次年度の広報紙・赤ちゃんサポート事業について

１１月１６日 役員会 (1)部会報告

(2)行政からの依頼事項

(3)市まちぢから協議会連絡会の事業

(4)広報紙第２４号の発行について

(5)公募の委員募集について

１１月２３日 運営委員会 (1) 部会報告

(2) 行政からの依頼事項

(3) 市まちぢから協議会連絡会連絡事項

(4) 関連団体報告

令和７年１月１８日 役員会 (1) 市まちぢから協議会連絡会報告

(2) 防災訓練（防災フェア）の振り返り

(3) 広報紙第２５号編集について

(4) 新年の集いと浜須賀会館４０周年記念祝賀会

(5) 公募委員の募集について

(6) 防災訓練について

令和７年１月２５日 運営委員会 (1) 部会報告

(2) 浜須賀地区まちのちから協議会組織改正について

(3) 市まちぢから協議会連絡会報告

(4) 関係団体報告

３月１６日 役員会 (1) 部会報告

(2) 浜須賀地区まちのちから協議会組織改正について

(3) 定期総会について

(4)公募の委員選考会議について

３月２３日 運営委員会 (1) 部会報告

(2) 活動報告

(3) 浜須賀地区まちのちから協議会組織改正について

(4) 浜須賀地区次年度年間行事と広報紙への掲載について

(5) 市まちぢから協議会連絡会報告

（２）自治会長会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和６年１２月１４日 第１回 自治会長会議 民生委員児童委員一斉改選の説明 

令和７年 ２月２２日 第２回 自治会長会議 役員・組織の考え方 

（３）防災部会 毎月第３（水）１９時から自主防災会・防災リーダー中心に開催しました。 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和６年４月１７日 第１回 防災会議 部会の進め方・年間計画について 

５月１５日 第２回 防災会議 DIG訓練の準備 
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５月１８日 DIG訓練 地区の住民対象 市防災対策課事業 

６月３日､１１日､２１日 避難所設営訓練 浜中、浜小、緑小各校で避難所設営訓練  市主催 

６月２２日 防災研修 厚木総合防災センター研修 一般参加 

７月１７日 第３回 防災会議 HUG 訓練の準備 

８月 ３日 防災訓練 HUG訓練 自主防災会･防災リーダー 仮想:緑小エリア 

８月２１日 第４回 防災会議 防災訓練（防災フェア）の準備 

９月１８日 第５回 防災会議 ※災害時防災協定協議

１０月１６日 第６回 防災会議 災害時防災連携協定 １２自主防災会共有 

１１月２０日 第７回 防災会議 防災訓練（防災フェア）の最終チェック、事前講習 

１１月３０日 地区防災訓練 

（緑が浜小学校） 

２０２名参加。体験訓練と実技訓練､炊き出し･配食訓

練、防災フェア 

１２月１３日 第８回 防災会議 訓練反省会 

令和７年１月１５日 第９回 防災会議 防災訓練振り返り(まとめ) 

２月１９日 第８回 防災会議 救助活動報告、７年度の進め方について 

※浜須賀地区まちのちから協議会 災害時連携協定（１０月２０日締結）

本協定は浜須賀地区の１２自治会が参加する、浜須賀地区まちのちから協議会の防災部会において、

災害発生時の初動期の活動を想定し合意されたものです。災害は規模や種類によって不確定のため、実

相により合意事項以外の事象も柔軟に対処することとします。 

＜基本事項＞ 

（1）被災状況による人的支援の協力 

（2）救出救護活動における使用機材の貸与 

（3）被災地域が自治会の境界付近の場合、隣接自治会が協働で対応 

（4）災害時の情報伝達のため、各自治会保有のトランシーバーの使用規約を設定 

（４）広報部会 

広報編集会議 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和６年 ６月６日 第１回 広報編集会議 広報紙第２４号の紙面構成を検討 

８月１日 第２回 広報編集会議 広報紙第２４号の初稿と初稿戻し 

１０月 ３日 第３回 広報編集会議 広報紙第２５号の紙面構成を検討、次年度の発行計画の確

認 

 １２月１９日 第４回 広報編集会議 広報紙第２５号の初稿と初稿戻し 

※各２校については、メールにて確認。

配布物：広報紙 第２４号（令和６年９月１日発行。４頁、５,５００部作成 全戸配布） 

 広報紙 第２５号（令和７年２月１日発行。４頁、５,５００部作成 全戸配布） 

ホームページリニューアル作業会議

浜須賀地区のお知らせやイベントを速効性を持って市まちぢから協議会ホームページにアップ。 

スマホで簡単にクリアに見れる仕組みを随時作成しています。
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（５）環境部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和６年 ５月２１日 第１回 環境指導員会議 戸別収集 

１１月２１日 第２回 環境指導員会議 ゴミの分別､戸別収集実験事業 

（６）防犯部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

通年 防犯指導員総会､キャンペーン､ 

パトロール活動など 

13 地区と寒川地区が寒川･茅ヶ崎防犯協会

に所属、防犯キャンペーン､防犯チラシを配

付。青パトで地域の見守り活動実施。 

７月＆２月 防犯ネットワーク会議 浜須賀地区の通学路の見守り活動を実施 

２ 事業の実施 

（１）すこやか赤ちゃんサポート 

概 要 浜須賀地区内の乳幼児とその保護者を対象とした支援事業です。毎月第三木曜日の９時

３０分より１２０分程度、子育ての悩みや楽しみを共有する場を設け、乳幼児の健全な

成長と保護者の悩みの解消を目的とし、地域住民同士の顔の見える関係づくりに取り組

みました。 

参加者 母子３３３人 スタッフ１１１人 

その他 広報や回覧にて事業の案内とあわせて随時参加の呼びかけを行いました。 

実施日 事業 参加人数 備考

４月１８日 読み聞かせ絵本：心ってどこにあるだろ

う

赤ちゃん手遊び：こいのぼり・アンパン

マン・きゅりがもみ

制作：５月の子どもの日に向けて兜づく

り

赤ちゃん １０名

母親    ９名

スタッフ １０名

保健師   ２名

初めての参加者が母親２名。

大きな和紙で赤ちゃんの頭に

かぶれる大きさの兜作りです。 

５月１６日 読み聞かせ絵本：ぼくだ わたしよ

赤ちゃん手遊び：ラララ散歩に行こう

新聞切り抜き：「大好きじゃない」４歳の娘

の話

制作：おもちゃ作り（ガラガラ）

保健師：溶連菌に気をつける・水分補給

赤ちゃん １１名

母親   １０名

スタッフ  ９名

保健師   ３名

R1 を飲んで良く洗いガラガラ

のおもちゃ作りをする。絵本を

読んであげることの大切さの

はなし。感染症と５類になった

ワクチンの話を保健師さん。

６月２０日 乳幼児健康相談日だが来館者少ない。

読み聞かせ絵本：あめのひえんそく

赤ちゃん手遊び：ぐうちょきぱでなにつく

ろ

制作：７月に向けて七夕づくり（提灯） 

（笹の切り出し一人分の大きさ）

WBGT 溶連菌の話。コロナ感染予防。 

赤ちゃん １８名

母親   １８名

父親    １名

スタッフ  １０名

保健師   ６名

医療大学学生２名

暑くなってくるので熱中症に

注意し水分補給や日焼け防止

など。食中毒に気を付けるよう

にと栄養士さんからのお話。初

参加アメリカ人パパ参加。

まちのちから広報の取材。
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７月１８日 読み聞かせ絵本：むしむしかくれんぼう 

赤ちゃん手遊び：あたまかたひざぽん

そうめんそうめんつーるつる

新聞切り抜き：お兄ちゃんのキス

福祉大学学生による：赤ちゃん熱中症対

策講義

制作：風鈴作りにとりくむ

赤ちゃん １８名

母親   １８名

スタッフ １２名

保健師   ２名

保健福祉大学４名

梅雨明け、今朝７時に 32 度。

暑さしのぎに浜館など利用、図

書室利用もすると良い。

福祉大学生による「赤ちゃんは

体内水分 70％・バギーに乗せ

ると 3 度高い」10 分お母さま

に講義。熱心に皆聞いていた。 

８月１５日 読み聞かせ絵本：ひまわりさん

赤ちゃん手遊び：あたまかた ひざポン

防災の話：赤ちゃんのもちだし品常備

保健師の話：普段から食べ慣らしてお

こと、液体ミルクも試飲。甘未も用意。 

ヨガ講師：産後ケアヨガ体操

赤ちゃん １０名

母親  ７名

スタッフ ７名

保健師   ２名

ヨガ講師 １名

日向灘の地震があり、いつ何が

起きるか分からないので持ち

出し品、赤ん坊のものは必ず揃

えておく。産後のお母さん方は

産後ケアのヨガを大変喜んだ。

飲み物を用意し帰宅前に補給。 

９月１９日 乳幼児健康相談：生後２ヵ月の初参加者

が多く参加。

読み聞かせ絵本：ぱぱおつきさまとって

赤ちゃん手遊び：幸せなら手をたたこう

制作：敬老の日にための作品づくり

赤ちゃん １５名

母親   １５名

スタッフ １１名

保健師   ５名

乳幼児健診が同時開催なので

新生児の親子がおおくみえた。

新しい親子に声掛けをする。敬

老の日のために一人ひとりの

写真を貼り、メッセージを書い

て仕上げる作業を楽しむ。

10月１0日 読み聞かせ絵本：まつり

赤ちゃん手遊び：リンゴリンゴのほぺ

制作：ハロインカップ作り

（ハロインのお菓子のカップ作り） 

帰りに袋菓子を一つカップに入れ

て帰る。

赤ちゃん １０名

母親   １０名

スタッフ  ８名

保健師   ２名

湘南福祉大学１名

父母による絵本読みの大切さ

をはなす。夫婦で朝の挨拶をき

ちんとする。

保健師によるマイコプラザマ

やほかの感染症、コロナが流行

っていたときと同じく 30 秒し

っかり手を洗う。

11 月 21 日 読み聞かせ絵本：スイミー（谷川俊太郎） 

手遊び：ちょきちょきダンス

制作：クリスマスツリー作り

前日谷川俊太郎氏が旅立った、今朝虹が

美しかったはなしをする。

赤ちゃん １７名

母親   １７名

スタッフ １０名

保健師  ２名

子どもから離れて、制作に一瞬

でも没頭できるよう配慮し、日

常の煩わしさから解放できる

よう配慮する。日の出日の入り

の話。ガザ地区の話。

12 月 19 日 乳幼児健康相談同時開催

読み聞かせ絵本：どうしてクリスマスには

手遊び：とんとんとんサンタさん

制作：お正月色紙作り

赤ちゃん １７名

母親   １６名

スタッフ １０名

保健師  ５名

プチクリスマスパーティー開

催。プチカップケーキにホイッ

プで飾り、飲み物サービス。ク

リスマスの歌。今年の１０大ニ

ュースで盛り上がりました。

令和７

１月 1６日 

読み聞かせ絵本：おもち

赤ちゃん手遊び：大きくなったら何にな

ろ

新聞切り抜き：あ ではなく、お は肯定

的

制作：カスタネットおもちゃ作り

赤ちゃん １４名

母親   １３名

スタッフ ９名

保健師  ２名

赤ちゃんのおもちゃ作りを楽

しみ、我が子の成長を喜ぶ機会

にする。

防災、いざという時の用意品を

話す。おむつ・水・ミルク・離

乳食靴下・靴・着替え三日分。
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（ペットボトルの蓋と牛乳パック利用） インフルエンザ流行中の注意。 

２月２０日 赤ちゃん手遊び：ラララ右手 他

制作：ひな祭り人形作り

折り紙で制作するのだが、細かい作業で

手間取るが出来上がると美しくおお喜

び。

子育て中の親にとって集中する作業時

間は貴重で息抜きとなる。

赤ちゃん １２名

母親   １２名

スタッフ ９名

保健師  ２名

乳幼児子育てで大切な事のは

なし。保健師から手洗い、良く

寝て食べることが大切との話。

難しい折り紙をよく頑張って

完成。

妊婦さん 3 名もいた。 

３月１３日 乳幼児健康相談日

読み聞かせ絵本：まるのこ

赤ちゃん手遊び：あなたのお名前なんで

すか

制作：歌詞カード本づくり

（一年間歌った歌のカード）

赤ちゃん １８名

母親   １８名

父親  ３名

スタッフ ６名

保健師 ５名

保健師さんに困ったとき相談

に乗っていただける話をする。 

一年間歌った手あそび歌の歌

詞カード作り。

仲良しのお母さん達で盛り上

がり復職すると友と惜しむ。

（２）広報「浜須賀まちのちからニュース」発行事業 

概 要 地域住民に「当事者として地域のことを考えてもらう」ためのきっかけづくりとして、

まちのちから協議会の活動紹介や、浜須賀地区のさまざまな情報を掲載した広報紙を発

行し情報発信を行いました。令和６年度には第２４号及び第２５号を発行しました。 

（３）市民のつどい開催 

概 要 浜須賀会館の目安箱で意見募集のうえ、市民集会「市民のつどい」を開催しました。 

集まった意見２６件のうち、浜須賀地区まちのちから協議会で整理のうえ、「防災」、「交

通安全」、「生活環境」にテーマに９件の内容について取り扱いました。 

実施日 令和６年７月１３日（土） 

場 所 浜須賀会館 ２階第１・２集会室 

参加者 地域住民 ３５人 行政７人 

（４）浜須賀会館まつりに参加 

概 要 「浜須賀会館まつり」にてまちのちから協議会に関するパネル展示を行いました。 

実施日 １０月１９日（土）～２０日（日） 

場 所 浜須賀会館 ラウンジ 

（５）施設見学研修会 

概 要 地区の環境美化や環境問題を理解する一助とするため、環境事業センターの職員より講

義を受け、施設内を見学しました。 

  茅ヶ崎市博物館では、戦後８０年企画展「戦中・戦後のくらし」の展示等を見学し、浜

須賀地区の歴史に触れることができました。研修を通じて、運営委員間の親睦を深めた

り、意見交換を行うことができました。 

実施日 １月２８日（火） 

場 所 茅ヶ崎市環境事業センター 茅ヶ崎市博物館 
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予算額 決算額

886,402 750,002

75,000 88,210

0 0

315,483 315,483

1,276,885 1,153,695

支出の部

予算額 決算額 市補助充当額 内　訳

　　事務消耗品費 7,000 4,879 4,879 インク・付箋代4,879

　　会議費 40,000 28,136 7,815 会議資料コピー代等7,815、お茶・昼食代20,321

　　役員手当　 40,000 50,000 40,000 会長、副会長2名、会計へ各10,000、監事へ各5,000

　　事業費 150,000 82,092 52,560
マイクロバスレンタル代45,000、クリーニング
代7,560、お茶・昼食代29 532

    負担金 33,000 27,500 0 まちぢから協議会連絡会等

　　その他 0 53,683 43,683 書庫43,683、弔慰金10,000

    市への返還金 0 101,063 -

小計 270,000 347,353 148,937

　　委託料 237,402 237,402 237,402

印刷委託（仕分け作業含む）

年間１１,０００部

第２４号＝５，５００部（全戸配布）Ａ３・４頁

第２５号＝５，５００部（全戸配布）Ａ３・４頁

（税込118,701）
 予備費 23,000 0 0

　　市への返還金 0 23,000 -

小計 260,402 260,402 237,402

　報償費 120,000 112,000 112,000

・サポーター活動費110,000（サポーター１人１回参

加ごとに１,000）

・ヨガ講師代2,000

　物品費 76,000 62,180 61,679

・事業費　　47,060（紙類、文房具、玩具等）

・飲食費  10,140 （熱中症対策、イベント用）

・事務費  4,980（印刷代）

　市への返還金 0 22,321 -

小計 196,000 196,501 173,679

 事務消耗品費 240,000 76,081 43,600

プロパン、豚汁用お椀、コピー代、雑巾、洗剤
等58,197（うち、14,597は分担金）
お茶代17,884

小計 240,000 76,081 43,600

310,483 273,358 -

1,276,885 1,153,695 603,618

補助金

運営費等助成  250,000

特定事業助成金①（広報紙発行事業）  260,402

特定事業助成金②（赤ちゃんサポート事業）          196,000

地区防災訓練補助金   43,600

令和６年度　浜須賀地区まちのちから協議会収支決算

収入の部 (単位：円）

項　目 内　訳

特
定
事
業
費

①
（

広
報
）

繰入金

防災センター研修参加費　　  9,500

各自治会防災訓練参加費  21,800

研修会参加費  6,000

各自治会分担金   50,910

その他 利息

繰越金 前年度からの繰越金

合　　計

(単位：円）

項　目

運
営
費

特
定
事
業
費
②
（

赤
ち
ゃ

ん
）

防
災
訓
練
事
業
費

繰越金

合　　計
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令和７年度事業計画

【浜須賀地区まちのちから協議会について】 

 浜須賀地区は、他地区と比べると住宅用地の割合が高く、昔から住む地域住民が多いことから、自治会

加入率 84.59％（市全体 71.59％※R6）と市内において最も高い地域です。 

 本協議会は、他地区に先駆けてモデル地区として設立し、名称も唯一の「まちのちから」協議会として

取組を進めています。 

構成として、１２の自治会と各種団体、推薦委員・公募委員の２６名により構成され、準委員として地

区内の小中学校及び地域包括支援センターを加え、地域全体で情報共有を図りながら取り組んでいます。 

１ 茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例に基づく事務 

(1) 浜須賀地区認定「コミュニティセンター浜須賀会館」の指定管理者として可否を検討します。 

(2) 条例に基づく各種提出書類の作成事務

(3) 認定コミュニティ助成金（運営費等助成金、特定事業助成金）の交付申請に関する事務

２ 広報・情報発信の強化  

「浜須賀地区の一員である」という当事者意識、「住んでいて良かった」と地域を大切にする心を

持続していただくためにも、誰もが参加出来る組織の透明性、活動の民主性を高めるため、協議会の

活動紹介や取り組み状況など、浜須賀地区に関するさまざまな情報発信を行います。 

(1) 広報「浜須賀まちのちからニュース」発行事業 年３回発行 フルカラー版

臨 時 号      ６／１（全戸配布。５,５００部）Ａ４版、４頁 

第２６号   ９／１（全戸配布。５,５００部）Ａ３版、４頁 

第２７号   ２／１（全戸配布。５,５００部）Ａ３版、４頁  

※広報編集委員＝会長、副会長、会計、自治会長会代表、その他委員会で承認された方。

※発行については、状況によって変更となる可能性があります。

(2) ホームページ関連

 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会が開設するホームページ内に、浜須賀地区まちのちから協議

会として、これまで発行してきた広報紙を掲載するなど、内容の充実に努めます。 

３ 視察研修の実施 

  実施日時 未定 

４ 市民のつどい開催 

  実施日時 ７月１２日（土）予定 

  テーマ  目安箱に地域課題に関する意見を募り､行政と懇談会を行います。  

テーマ・日時は､状況によって変更の可能性があります。

５ 地区防災訓練の実施 

実施時期 １１月２９日（土） 浜須賀小学校 (予定)  

学校における防災資器材の設置に関する訓練を、人数を限定して行います。  

実施体制や詳細な内容は､防災部会及び関係部署と協議のうえ進めます。 
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６ すこやか赤ちゃんサポート事業 

絵本の開き読み、各種制作、健康づくり事業など、乳幼児とその保護者を対象とした支援事業を実

施します（年に１２回実施。1 回あたり１２０分間）。子育ての悩みや楽しみなどを共有する場を設

けることにより乳幼児の健やかな成長と保護者の悩みの解消、地域内の支え合いを通じた住民同士

の顔の見える関係づくり、子育て中の保護者の孤独予防、地域活動における担い手の発掘などに取り

組みます。 

事業内容 

・絵本の開き読み ・手遊び ・お話しタイム ・健康アドバイス ・ボールプール・おもちゃ

・制作（かぶと、アルバム、手形、七夕飾り、クリスマスツリー、メッセージ、お雛様など）

・健康づくり関連（エアコン予防、乾燥予防、汗予防対策、インフルエンザ予防、離乳食について、

水分の与え方についてなど） 

７ 自治会長会 

  浜須賀地区内の１２の自治会長で構成されている。自治会長同士の親睦を図り、情報交換をしな

がら地域住民の福祉の向上と豊かな地域社会づくりに取り組みます。  

実施時期 適宜 (概ね四半期毎) 

８ 環境部会 

地域内における環境美化に関する取り組みを推進していくため、環境指導員により構成する組織

を設置し、協議や意見交換などの取り組みを行います。  

具体的な実施時期及び実施体制については、部会と市関連部署と協議して進めます。  

実施時期 適宜 

９ 防災部会 

  地域防災力の向上を目的として、各自治会の防災リーダーにより構成される組織を設置し、防災活

動に関する意見交換及び防災対策に関する協議を行います。 

  実施時期 定例部会 毎月第３水曜日  各種訓練及び体験訓練は必要に応じて実施します。 

４月 津波ハザードマップ説明会（地区住民向け） 

５月 新自治会役員向け DIG訓練（災害図上訓練） 

６月 新自治会役員 HUG 訓練（避難所運営ゲーム） 

７月 防災リーダフォロアップ訓練 

８月 避難所開設訓練のみ実施（浜中にて） 

９月 浜須賀地区防災訓練計画 

10 月 浜須賀地区防災訓練計画及び津波ハザードマップ説明会 

11 月 茅ヶ崎市津波避難訓練（１１月８日）  浜須賀地区防災訓練予定 

12 月 防災訓練の反省会 

１月 １年を通しての反省及び次年度計画策定 
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１０ 防犯部会 

浜須賀地区の防犯について適宜協議、研究、行動に移し、本地区で生活するすべての市民のより良

い生活の一助となるように防犯指導員の配置に取り組みます。 

小学校通学路を中心に関係者・ボランティア等により見守り活動を充実します。 

実施時期 適宜 

令和７年４月２６日時点 

令和 7年度 浜須賀地区まちのちから協議会 会議予定一覧 

会議名 日付 曜日 時間 部屋名 

役員会 令和 7年 4月 12 日 土 13:30～15:00 会議室 

定期総会 令和 7年 4月 26 日 土 15:00～17:00 (第１・２集会室) 

役員会 令和 7年 5月 10 日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 令和 7年 5月 17 日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 7年 6月 14 日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 7年 7月 12 日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 
令和 7年 7月 19日又

は 26日 
土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 7年 8月 16 日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 7年 9月 13 日 土 10:00～12:00 第２集会室 

運営委員会 令和 7年 9月 20 日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 7年 10 月 11日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 7年 11 月 15日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 令和 7年 11 月 22日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 7年 12 月 13日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 8年 1月 17 日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 令和 8年 1月 24 日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

役員会 令和 8年 2月 21 日 土 10:00～12:00 会議室 

役員会 令和 8年 3月 14 日 土 10:00～12:00 会議室 

運営委員会 令和 8年 3月 21 日 土 13:30～15:30 第１・２集会室 

定期総会及び運営委員会には色を塗っています。 
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予算額

985,785

99,000

273,358

1,358,143

支出の部 （単位：円）

予算額 内　訳

　事務消耗品費 7,000 事務用品

　会議費 40,000 コピー、印刷、郵送料、お茶代

　役員手当　 100,000 会長・副会長・会計、監事

　事業費 174,000 視察研修、市民集会

　負担金 33,000 まちぢから協議会連絡会等

小計 354,000

　委託料 335,785

印刷委託（仕分け作業含む）
年間16,500部
臨時号＝5,500部A4 ２頁
（税込47,795）
第24号＝5,500部Ａ３・４頁
（税込132,495円）
第25号＝5,500部Ａ３・４頁
（税込132,495円）
予備費
（23,000円）

小計 335,785

　報償費 144,000
サポーター活動費
事業１２回×１２人×1,000円

　物品費 66,000

・事業費　5,000円／月（１２か月分＝60，000円）
・衛生費　3,000円
・事務費　3,000円
・予備費 10,000円

　予備費 10,000

小計 220,000

　事業費 240,000
・防災訓練に必要な消耗品及び資機材の整備
・自己負担金　60,000円

小計 240,000

208,358

1,358,143合　　計

項　目

補助金

繰越金

合　　計

項　目

運
営
費

特
定
事
業
費
①
（

広
報
）

特
定
事
業
費
②
（

赤
ち
ゃ

ん
）

防
災
訓
練
事
業
費

繰入金

　予備費

前年度からの繰越金　  273,358

令和７年度　浜須賀地区まちのちから協議会収支予算（案）

収入の部 (単位：円）

内　訳

運営費等助成金　 　250,000
特定事業助成金①（広報紙発行事業）　 335,785
特定事業助成金②（赤ちゃんサポート事業） 220,000
地区防災訓練補助金　  180,000

各自治会防災訓練参加費　 23,000

各自治会分担金　  52,000

研修会参加費 24,000
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特定事業の概要（浜須賀地区・広報「浜須賀まちのちから」発行事業）

まちづくりにおいて住民の参加を促すには、まずは協議会活動に興味をもってもらうことが重要であ

り、まちのちから協議会をはじめとする様々な地域活動を知ってもらう必要があるため、広報活動に積

極的に取り組むこととした。

 多角的な視点での紙面づくりを行うため、地区自治会連合会、浜須賀会館管理運営委員のほか、地区

社会福祉協議会、各学区の青少年育成推進協議会、地区体育振興会協議会、地区民生委員児童委員協議

会を加えた広報編集会議を設置し、令和７年３月までに全２５号を発行している。

 令和６年度もインタビュー取材や見栄えを意識した写真を充実させるとともに、新たに地区の行事日

程を知らせるイベントカレンダーを掲載するなど、地域への関心を高めてもらえるような工夫を凝らし

ている。

（１）事業の概要 

◆事業概要

住民に「当事者として地域のことを考えてもらう」ためのきっかけづくりとして、浜須賀地区まち

のちから協議会の活動紹介や、浜須賀地区の様々な情報を掲載した広報紙を発行し情報発信を行う。 
◆事業の内容

・令和６年度発行日及び発行部数

第２４号＝令和６年１０月１日（全戸配布） ５，５００部

第２５号＝令和７年 ２月１日（全戸配布）  ５，５００部

・体裁

Ａ３で４頁（文字の大きさは市広報ちがさきを参考）

※両面フルカラーで発行

【実施主体】浜須賀地区まちのちから協議会

【企画・編集】広報編集会議

【印刷】委託

【配布・回覧】浜須賀地区の各自治会、浜須賀会館、浜須賀中学校、浜須賀小学校、緑が浜小学校、

浜須賀保育園、つつじ学園、地域包括支援センターあさひに配布

（２）事業のねらい 

浜須賀地区まちのちから協議会を中心として、様々な情報を継続的に発信することで、少しでも地

域活動に興味をもってくれる人が増え、最終的には本協議会が浜須賀地区のまちづくりにおける中心

的な役割を担っていく上で極めて重要となる「担い手の発掘」につながっていくことを期待している。 

（３）令和６年度実績 

例年どおり、本紙作成にあたっては広報編集会議を組織し、校正作業、スケジュール確認等を行って

いる。編集委員会では、よりよい紙面構成となるよう編集委員間でアイディアを出し合い、それぞれの

特技を生かした役割分担がなされている。その結果、地域活動の様子が伝わる紙面に仕上がり、大変読

み応えがある。 

担い手については、運営委員退任後も編集委員会に参加してくださる方もいるなど好循環が出来てい

る。 
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事業実施報告書 

事
業
の
実
施
内
容

活動内容 
浜須賀地区まちのちから協議会の活動紹介や、浜須賀地区のさまざまな情報を

掲載した広報紙を発行し情報発信を行った。 

活動期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

実施体制 
広報編集委員会にて企画 

印刷仕分け作業を委託 
周知方法 

参加者数 
広報発行対象 

約５，５００世帯 
実施日 

第２４号 ９月１日発行 

第２５号 ２月１日発行 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

浜須賀地区内の各自治会の協力で戸別配布するとともに、地域集会施設にも

配架し、地区内の住民が手に取ることができる体制に努めました。 

幅広い世代に地域活動に関心を寄せてもらうことや、新たな担い手の発掘と

いう２つの大きな目的を達成するためには、多くの皆さんに読んでいただくこ

とが大切です。 

今年度も、目を惹く写真があること、内容も読みやすく読みごたえもあるも

のを目指して取り組みました。読者の目線に立った記事となるよう、インタビ

ュー取材や写真の内容などについて本格的な編集会議を行い、十分な準備を行

って発行できました。 

また、２４号（９月発行）では、地域行事の参加者が増えるよう、前もって

下半期の地区の行事日程を知らせるイベントカレンダーを掲載しました。 

そのほか、今年度も浜須賀地区まちのちから協議会の組織紹介を掲載すると

ともに、各自治会の活動紹介も継続して記事とし、地域活動の意義を伝えまし

た。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

編集会議の開催や校正作業、印刷委託、配布等については計画通り実施する

ことができた。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

予定どおり、発行することができ、概ね適正でした。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

地域の各団体や公募委員が編集委員に参加し、広報紙についてそれぞれの団

体で意見や要望の聴取に努めています。 

また、本協議会の定例会において、事業の内容、進捗状況をお伝えし、都度

アイデア等を求めました。

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

編集委員会では、若い世代を中心に紙面構成や記事作成の点について、積極

的な発言があり、それにより各編集委員に紙面のイメージや方向性が共有され

ています。 

特集記事の取材班、カメラマンなど、編集委員それぞれの地域での繋がりや

特技などを生かして、役割分担のもと、それぞれが活き活きと記事作成に取り

特定事業実施報告書（浜須賀地区・広報「浜須賀まちのちから」発行事業） 
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組むことができています。

運営委員を卒業しても広報編集委員に継続して参加してくださる方もいるな

ど、とても良い循環が出来ています。

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか

表紙や特集記事について、２４号は子育て世代が参加する事業、２５号は高

齢者が参加する事業をクローズアップするなど、幅広い世代に地域イベントを

知ってもらう工夫を行いました。

また、そういった各事業の地域活動の担い手について、インタビュー取材の

うえ記事にすることで、活動内容や従事者の思いなどを伝える内容としました。 
加えて、２５号では令和７年に改選期を迎える民生委員・児童委員について、

タイムリーにインタビュー記事も掲載しました。

こういった地道な取り組みが、やがて地域コミュニティの醸成や新たな担い

手の発掘に繋がることを期待しています。

そのほか、イベントのボランティアに参加した中学生のアンケートを掲載す

ることや、小学生特派員による取材など、次世代の参加を目指す取り組みも継

続しています。

課題と今後の展望につ

いて

 年二回の発行で速報性の部分が課題でしたが、今年度はホームページで最新

のイベント情報のお知らせを充実させるようにしました。

令和７年度は、年２回のほか臨時号で、前もって年間行事日程等の掲載を予

定しています。これにより、より多くの方が地域行事に参加していただけるこ

とを願っています。

収支決算書 
収入

 科 目 予 算 額  決 算 額  内 訳

補助金 260,402 260,402 認定コミュニティ特定事業助成金

計 260,402 260,402  

支出

 科 目 予 算 額 決 算 額  内 訳

委託料 237,402 237,402 印刷委託（仕分け作業含む） 

年間５，５００部×２回

第２４号＝５，５００部（全戸配布）Ａ３・４頁、 

（税込118,701円） 

第２５号＝５，５００部（全戸配布）Ａ３・４頁、 

（税込118,701円） 

予備費 23,000 0  
市への返還 23,000 

 
 

計 260,402 260,402 
 
 

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。
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特定事業の概要（浜須賀地区・地域乳幼児サポート事業）  

浜須賀地区では、市が毎月開催していた乳幼児健康相談が平成２４年度より隔月開催となったことに

伴い、子育て中の保護者からは、「気軽に集まることができる交流の場」が求められており、浜須賀会

館には多くの要望が寄せられていた。

 本協議会ではこうした住民ニーズに応えるため、市と協働で企画を練り、平成２６年より乳幼児健康

相談のサポートを受けながら地域主体で、毎月開催している。 

（１）事業の概要 

◆事業概要

浜須賀地区において、乳幼児とその保護者を対象とした支援事業を実施する。(年に１２回実施。１

回あたり１２０分間) 
◆事業の内容

・絵本の開き読み ・手遊び ・お話しタイム ・健康アドバイス ・ボールプール ・おもちゃ

・製作関連（かぶと、アルバム、手形、クリスマスツリー七夕飾り、お雛様など毎月季節に合わせた

作品造り）

・健康づくり関連（熱中症対策、水分補給、乾燥予防、汗予防対策、コロナ対策、サル病対策、イン

フルエンザ予防、離乳食について）

※サポートスタッフで打ち合わせを行いながら、その時季によって事業内容を工夫している。

◆その他

地区内における事業協力者（サポートスタッフ）の発掘、育成

【実施主体】浜須賀地区まちのちから協議会

【事業運営】・浜須賀地区まちのちから協議会委員１名

・地区民生委員児童委員協議会より４名（１名協議会代表含む）

・茅ヶ崎市より保健師２名  ・ボランティア８名

（広報紙やチラシにて、事業の案内とあわせて随時参加を呼びかけている）

（２）事業のねらい 

・子育ての悩みや楽しみなどを共有する場を設ける。乳幼児の健やかな成長と保護者の悩みの解消に

寄与する。

・地域内の支え合いを通じた浜須賀地区における住民同士の顔の見える関係づくりにつながる。

・子育て中の保護者の孤独予防につながる。

・参加者が、将来的な地域の担い手になる。

・サポートスタッフが多くなることで、地域の担い手の発掘に繋がる。

（本事業のほか、地域内の様々な活動に目を向けてもらえるようになる）

（３）令和６年度実績 

参加者間や地域の先輩であるスタッフと子育ての悩みや地域情報を和やかに話が出来る環境を整え

られている。その安定した運営の成果は、令和６年度の参加数やスタッフ協力数に表れ、事業の目的を

十分に達成している。 

 また、新たに２名の民生委員からのスタッフが加わるなど、安定した事業運営のために努力されてい

る。次世代へ運営を引き継ぐことを課題とされており、広報紙等の活用も含めた検討が行われる。

22



 

事業実施報告書 

事
業
の
実
施
内
容

活動内容 

浜須賀会館大広間にて、乳幼児とその保護者を対象とした各種支援事業（悩み相

談、手遊び、読み開き、お話しタイムなど）を実施。 

詳細は別紙「令和 6年度すこやか赤ちゃんサポート報告」のとおり。 

活動期間 令和 6年４月１日～令和 7年３月３１日 

実施体制 

・浜須賀地区まちのちから

協議会委員１名

・地区民生委員児童委員協

議会より２名

・茅ヶ崎市より保健師２名

・ボランティア８名

周知方法 

広報「浜須賀まちのちから」の特

集版を活用し積極的に周知を図

った。 

また、半期ごとの予定表を配布

し、声掛け運動も行っています。 

参加者数 

母子  ３３３人 

スタッフ１１１人

保健師  ３８人 

実施日 
別紙「令和６年度すこやか赤ち

ゃんサポート報告」のとおり 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

初めての子育てを担う母親のサポートを第一に考え、不安や悩み、大変さを母親

同士が話し合える空間を提供したいと考えています。相談できる地域のスタッ

フや頼りになる保健師さんと安心して話が出来る環境を整え、事業の目的を十

分に達成していきたいと考えております。母親からは「出かけてリラックスでき

る場所があって嬉しい」との声を頂いております。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

準備等々時間を要する月もありましたが、計画、実施を総力を挙げて計画通り実

施することができました。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

予算内で事業を実施できました。浜須賀地区のみならず、遠く松林、小和田茅ヶ

崎方面からまた、東海岸の方の多く参加される方がありましたがスタッフもふ

えて、予定通り実施することが出来ました。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

事業実施にあたり、毎回事業終了後には振り返りと次回の打ち合わせ等を行い 

注意する点など、話し合って次回に生かしております。保健師からの貴重な情報

提供もあり、連携を密に事業を実施いたしました。参加者とコミュニケーション

を図りながら意見聴取に努めております。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

市が毎月開催していた乳幼児健康相談を補完する事業として、年間４回健康相

談を行うことが出来、車のない親にとって、身近なところで健康相談が出来るこ

とに感謝の声が多く、やりがいに繋がっている。また、参加される保護者がリラ

ックス出来たり、交友関係に発展したり仲間が出来、参加して良かったと感じで

いただけるよう、スタッフ一同母親に配慮したりと工夫して活動してまいりま

した。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

今年度は新たに２名の民生委員からのスタッフが加わり、地域全体へこの活動

が広がりをみせていることを実感できました。担い手の発掘や育成は、今後の大

きな課題であることから、本事業を通じ引き続き地域の輪を広げていきたいと

考えております。浜竹子育て支援センターのびのびから見学者があり互いの研

鑽の場所となってます。 

特定事業実施報告書（浜須賀地区・地域乳幼児サポート）事業） 
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課題と今後の展望につ

いて 

まずはこの事業が継続していけるよう、安定した事業運営に努めていきたい。ま

た、そのためには次世代へ運営を引き継ぐ必要もあることから、広報紙等を活用 

し、引き続き担い手の発掘にも力を入れていきたいと考えています。 

収支決算書 
（単位：円） 

収入 

 科 目 予 算 額  決 算 額  内 訳 

補助金 196,000 196,000 認定コミュニティ特定事業助成金 

返還金 22,321 

計 196,000 196,000  

支出 

 科 目 予 算 額 決 算 額  内 訳 

報償費 120,000 112,000 

・サポーター活動費 1,000円／110回

・ヨガ講師謝礼 2,000円

物品費 66,000 
61,679 

・事業費 44,388円(文房具、色紙、ビーズ、風鈴材

料等） 

・事務費 5,430円（印刷・コピー）

・飲食費 11,861円

（熱中症対策の飲み物代6,171円 

イベントにて活用するお菓子・果物代5,690円）

予備費 10,000 0  

市への返還 22,321 

00

 

計 196,000 196,000  

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 
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